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(57)【要約】
【課題】簡素な構成により防振機能及び操舵性能を有効
に向上し得る船外機のマウント装置を提供する。
【解決手段】上側のマウント部において操舵ハンドルの
操舵力に係る操舵中心軸５０とエンジンのトルク反力に
係る振動中心軸５１とが前後にオフセットして設定され
、マウント部材２２は、振動中心軸５１に関するバネ定
数が、操舵中心軸５０に関するバネ定数よりも小さくな
るように形成される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クランク軸を鉛直方向に配置してシリンダ軸線が船体進行方向後向きに延設されたエン
ジンと、このエンジンの下方で内部に前記クランク軸に連結する縦向きのドライブシャフ
トが配置されたドライブシャフトハウジングと、このドライブシャフトハウジングの筒状
の外周部を上下のマウント部で回動自在に支持するスイベルブラケットとを備え、
　少なくとも上側の前記マウント部には前記ドライブシャフトハウジングの外周部に回転
一体に弾性体でなるマウント部材が嵌装されると共に、該マウント部材の外周には前記上
側のマウント部に対して回動自在な操舵ハンドルを支持するハンドルブラケットが外嵌さ
れる船外機において、
　前記上側のマウント部において前記操舵ハンドルの操舵力に係る操舵中心軸と前記エン
ジンのトルク反力に係る振動中心軸とが前後にオフセットして設定され、
　前記マウント部材は、前記振動中心軸に関するバネ定数が、前記操舵中心軸に関するバ
ネ定数よりも小さくなるように形成されたことを特徴とする船外機のマウント装置。
【請求項２】
　前記マウント部材は、前後の突出部及び左右の突出部を有して概略十字状の操舵力伝達
部が形成され、前記ハンドルブラケットの内周面を前記マウント部材と略相似形に形成す
ると共に、前記ドライブシャフトハウジングの外周面に前記マウント部材と略相似形の左
右の突出部を形成し、前記マウント部材の十字状の交差部に前記操舵中心軸が設定される
ことを特徴とする請求項１に記載の船外機のマウント装置。
【請求項３】
　前記左側及び右側のそれぞれの操舵力伝達部と前記ハンドルブラケットの内周面あるい
はドライブシャフトハウジング外周面との間にクリアランスを有することを特徴とする請
求項２に記載の船外機のマウント装置。
【請求項４】
　前記マウント部材における後側の前記突出部の外周面の曲率半径が、前記ハンドルブラ
ケットの内周面の曲率半径よりも小さく設定されたことを特徴とする請求項２又は３に記
載の船外機のマウント装置。
【請求項５】
　前記マウント部材における前記後側の突出部と前記左右の突出部との内側に、前記ドラ
イブシャフトハウジングから外方へそれぞれ突出する突出部を設け、
　前記マウント部材の前記前側の突出部よりも前記マウント部材の半径方向厚さを薄くし
たことを特徴とする請求項２～４のいずれか１項に記載の船外機のマウント装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スイベルブラケットを介して船体に搭載される船外機において、船外機本体
を該スイベルブラケットにて支持するためのマウント装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　船外機は通常、船体のトランサムにスイベルブラケットを介して取り付けられている。
この場合、船外機はスイベルブラケットに対して回動自在に取り付けられると共に、例え
ば先端にエンジン出力調整用のスロットルグリップが設けられた操舵ハンドルが、典型的
にはエンジンの前下部から前方に向かって延出する。この操舵ハンドルを水平方向に振る
ことにより、船外機全体の向きを変えて船体の操舵を行うことがきるように構成されてい
る。
【０００３】
　船外機のマウント構造として例えば特許文献１に係る船外機のように、エンジンの下方
に配置され、その内部に形成された排気通路中にドライブシャフトを配置したドライブシ
ャフトハウジングが、スイベルブラケットの回動支持部で回動自在に支持される。ドライ
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ブシャフトハウジングの外周面に弾性体を取り付けると共に、この弾性体の外周面に操舵
ハンドルの基部を支持するハンドルブラケットが取り付けられる。また、ハンドルブラケ
ットの外周面にはスイベルブラケットが取り付けられたブラケットカバーが、ブッシュを
挟んで摺動自在に取り付けられる。このマウント構造によれば、弾性体が操舵ハンドル側
及び船体側へのエンジン振動の伝達を低減している。
【０００４】
　また、特許文献２に係る船外機では、ステアリングハンドルとエンジン側との間に介在
される弾性部材を備え、該弾性部材が、ステアリングハンドル及びエンジン側とのクリア
ランスの中で自由に振動できる構造とし、且つステアリングハンドル側にエンジン側と当
接可能な当接部が設けられる。このマウント構造によれば、エンジンからステアリングハ
ンドルに伝達される振動を最小限にする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３４７６９６号公報
【特許文献２】特開平１１－１８９１９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来では、上述のように操舵機能と防振機能を弾性体もしくは弾性部材の略円筒型のマ
ウント形状で得ている。この場合、操舵機能のためには、かかる弾性体の回転方向のバネ
定数は一般的に大きい方が望ましく、防振機能の観点ではそのバネ定数は一般的に小さい
方が望ましい。このため振動低減のためにマウント（弾性体）のバネ定数を小さくすると
、操舵の応答性や操作感が悪くなる問題がある。このように略円筒型のマウント形状で相
反する機能のバランスを考慮する必要があり、防振機能及び操舵性能双方の更なる向上を
図ることは容易ではない。
【０００７】
　本発明はかかる実情に鑑み、簡素な構成により防振機能及び操舵性能を有効に向上し得
る船外機のマウント装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の船外機のマウント装置は、クランク軸を鉛直方向に配置してシリンダ軸線が船
体進行方向後向きに延設されたエンジンと、このエンジンの下方で内部に前記クランク軸
に連結する縦向きのドライブシャフトが配置されたドライブシャフトハウジングと、この
ドライブシャフトハウジングの筒状の外周部を上下のマウント部で回動自在に支持するス
イベルブラケットとを備え、少なくとも上側の前記マウント部には前記ドライブシャフト
ハウジングの外周部に回転一体に弾性体でなるマウント部材が嵌装されると共に、該マウ
ント部材の外周には前記上側のマウント部に対して回動自在な操舵ハンドルを支持するハ
ンドルブラケットが外嵌される船外機において、前記上側のマウント部において前記操舵
ハンドルの操舵力に係る操舵中心軸と前記エンジンのトルク反力に係る振動中心軸とが前
後にオフセットして設定され、前記マウント部材は、前記振動中心軸に関するバネ定数が
、前記操舵中心軸に関するバネ定数よりも小さくなるように形成されたことを特徴とする
。
【０００９】
　また、本発明の船外機のマウント装置において、前記マウント部材は、前後の突出部及
び左右の突出部を有して概略十字状の操舵力伝達部が形成され、前記ハンドルブラケット
の内周面を前記マウント部材と略相似形に形成すると共に、前記ドライブシャフトハウジ
ングの外周面に前記マウント部材と略相似形の左右の突出部を形成し、前記マウント部材
の十字状の交差部に前記操舵中心軸が設定されることを特徴とする。
【００１０】
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　また、本発明の船外機のマウント装置において、前記左側及び右側のそれぞれの操舵力
伝達部と前記ハンドルブラケットの内周面あるいはドライブシャフトハウジング外周面と
の間にクリアランスを有することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の船外機のマウント装置において、前記マウント部材における後側の前記
突出部の外周面の曲率半径が、前記ハンドルブラケットの内周面の曲率半径よりも小さく
設定されたことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の船外機のマウント装置において、前記マウント部材における前記後側の
突出部と前記左右の突出部との内側に、前記ドライブシャフトハウジングから外方へそれ
ぞれ突出する突出部を設け、前記マウント部材の前記前側の突出部よりも前記マウント部
材の半径方向厚さを薄くしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、単一のマウント部材により操舵中心軸及び振動中心軸に関するバネ定
数を大小変えて設定することにより操舵荷重を適確に伝達すると同時に、エンジンのトル
ク反力による回転振動の伝達を低減することができる。また、簡素な構成にして軽量であ
り、コンパクト化及び組付性にも優れる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る船外機の全体構成を示す側面図である。
【図２】本発明の本実施形態における船外機の内部構造を示す断面図である。
【図３】本発明の本実施形態におけるミッドユニットまわりの内部構造を示す断面図であ
る。
【図４】本発明の本実施形態における操舵力調整機構まわりの内部構造を示す断面図であ
る。
【図５】本発明の本実施形態におけるマウント装置に係るマウント部材の構成例を示す図
４のＩ－Ｉ線に沿う断面図である。
【図６】本発明の本実施形態におけるマウント装置に係るマウント部材を下面側から見た
斜視図である。
【図７】本発明の本実施形態に係る船外機における推力発生時の前後方向への傾斜変化の
例を示す図である。
【図８Ａ】本発明の本実施形態における振動中心軸を中心とするドライブシャフトハウジ
ングの回転変位状況を模式的に示す図である。
【図８Ｂ】本発明の本実施形態における操舵中心軸を中心とするドライブシャフトハウジ
ングの回転変位状況を模式的に示す図である。
【図９】本発明の本実施形態における操舵中心軸及び振動中心軸それぞれに関するマウン
トの変位状態を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面に基づき、本発明による船外機のマウント装置における好適な実施の形態を
説明する。
　図１は本発明の適用例としての船外機１０の概略構成例を示す左側面図、図２は船外機
１０の内部を示す断面図である。この例において船外機１０は図示のように、その前部側
にて船体１の後尾板２に固定されている。船外機１０はエンジン１１を搭載し、以下の説
明中で各図において必要に応じて、船外機１０又はエンジン１１の前方を矢印Ｆｒにより
、また後方を矢印Ｒｒにより示し、また船外機１０の側方右側を矢印Ｒにより、側方左側
を矢印Ｌによりそれぞれ示す。
【００１６】
　船外機１０の全体構成において、図１及び図２を参照して上部から下部へアッパユニッ
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ト（もしくはパワーユニット）１２、ミッドユニット１３及びロアユニット１４が順に配
置構成される。アッパユニット１２においてエンジン１１が搭載され、そのクランクシャ
フト１５（クランク軸）が鉛直方向を向くように縦置きに搭載支持される。なお、エンジ
ン１１として典型的には、単気筒エンジンを採用可能である。アッパユニット１２、ミッ
ドユニット１３及びロアユニット１４を含む船外機本体は、スイベルブラケット１６に設
けられた上部及び下部の回転支持部１７(図２では上部の回転支持部１７Ａが示される)に
より水平回動可能に支持される。なお、この回転支持部１７の具体的構成については後述
する。スイベルブラケット１６の左右両側には一対のクランプブラケット１８（スターン
ブラケット）が設けられ、左右方向に設定されたチルト軸１９を介して両者が連結する。
クランプブラケット１８は船体１の後端に位置する後尾板２に固定され、船外機１０全体
はスイベルブラケット１６を介して、チルト軸１９のまわりに上下方向に回動可能に支持
される。
【００１７】
　船外機本体の支持構造において、図３を参照してスイベルブラケット１６には上部及び
下部の回転支持部１７Ａ及び回転支持部１７Ｂを備える。スイベルブラケット１６の上部
の回転支持部１７Ａには、ティラーハンドル２０（図１）が結合されたハンドルブラケッ
ト２１が回転可能に装着される。ハンドルブラケット２１は概して円筒状に形成され、テ
ィラーハンドル２０の基部を支持すると共に、回転支持部１７Ａに対応して構成される。
ハンドルブラケット２１の内側には弾性体で形成されたマウント２２Ａ（マウント部材）
が内挿され、このマウント２２Ａの更に内側にドライブシャフトハウジング２３が嵌装さ
れる。なお、ドライブシャフトハウジング２３内部には、エンジン１１の排気ガスが流さ
れる排気通路が形成される。ハンドルブラケット２１及びドライブシャフトハウジング２
３はマウント２２Ａを介して、回転一体に結合する。ドライブシャフトハウジング２３は
回転支持部１７Ａにおいて、ハンドルブラケット２１及びマウント２２Ａを介して回動可
能に支持される。ドライブシャフトハウジング２３上にはエンジン１１が搭載支持され、
ティラーハンドル２０の回動操作によりドライブシャフトハウジング２３を含めてパワー
ユニット全体が回転支持部１７Ａ上で水平回動可能である。ティラーハンドル２０と結合
するハンドルブラケット２１と、エンジン１１を搭載するドライブシャフトハウジング２
３の間にはマウント２２Ａが介挿されるため、エンジン１１の振動がティラーハンドル２
０へ伝わるのを軽減する構造となっている。
【００１８】
　また、ミッドユニット１３の下部付近において、上部の回転支持部１７Ａから下方へ所
定距離だけ離間して下部の回転支持部１７Ｂが設けられる。ドライブシャフトハウジング
２３は、この回転支持部１７Ｂにおいても水平回動可能に支持される。この場合、スイベ
ルブラケット１６の下端部には、弾性体で形成されたマウント２２Ｂが内挿され、このよ
うにスイベルブラケット１６の上下端部にて、マウント２２Ａ及びマウント２２Ｂを介し
てドライブシャフトハウジング２３を弾性支持する支持構造を有する。
【００１９】
　ドライブシャフトハウジング２３は概して中空筒状を呈し、その上にエンジン１１が一
体的に結合する。ドライブシャフトハウジング２３内にはクランクシャフト１５の下端部
に連結するドライブシャフト２４が上下方向に貫通配置され、このドライブシャフト２４
の駆動力が、ロアユニット１４のギアケース２５内のプロペラシャフトに伝達されるよう
になっている。このプロペラシャフトの後端にはプロペラ２６が取り付けられ、エンジン
１１の動力がクランクシャフト１５、ドライブシャフト２４及びプロペラシャフト等でな
る動力伝達経路を経て、最終的にプロペラ２６に伝達され、これを回転駆動することがで
きる。
【００２０】
　上記の場合、アッパユニット１２は外装カバー２７によって覆われる。外装カバー２７
は、アッパユニット１２の上部まわりを覆うアッパカバー２７Ａと、その下部まわりを覆
うロアカバー２７Ｂとを含み、これらが一体的に結合し、全体として例えば概略卵型ある
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いはレモン型等の外観フォルムを形成する。
【００２１】
　ここで、エンジン１１について概説すると、エンジン１１として例えばＯＨＶ（Over H
ead Valve）エンジン等でよく、図２のようにアッパユニット１２においてそのクランク
シャフト１５が鉛直方向を向くようにドライブシャフトハウジング２３上に縦置きに搭載
支持される。エンジン１１は、エンジンケース２８の後部に順次シリンダブロック２９、
シリンダヘッド３０及びシリンダヘッドカバー３１が一体的に結合してなる。船外機１０
が図１のように船体１に装備された際、典型的にはシリンダ軸線Ｚが鉛直方向と直交する
水平方向に後方を指向する。
【００２２】
　エンジンケース２８は、それぞれシリンダブロック２９を一体に備えた上部エンジンケ
ース２８Ａ及び下部エンジンケース２８Ｂに分割されている。詳細な図示等については省
略するが、クランクシャフト１５は図２に示されるように、上部エンジンケース２８Ａ及
び下部エンジンケース２８Ｂにそれぞれ設けた軸受部によりクランク室３２内で回転自在
に支持される。シリンダブロック２９に形成されたシリンダボア内には、ピストン３３が
シリンダ軸線方向に沿って往復動可能に収容される。クランクシャフト１５及びピストン
３３はコネクティングロッドを介して、相互に連結される。ピストン３３がシリンダブロ
ック２９のシリンダボア内でシリンダ軸線方向に往復運動することで、コネクティングロ
ッドを介してクランクシャフト１５が回転駆動されるようになっている。
【００２３】
　エンジン１１には更に、空気（吸気）及び燃料でなる混合気を供給する吸気系、シリン
ダ内での燃焼後の排気ガスをエンジン１１から排出する排気系、エンジン１１を冷却する
冷却系及びエンジン１１の可動部を潤滑する潤滑系、それらを作動制御する制御系（ＥＣ
Ｕ；Engine Control Unit）が付属する。制御系の制御により複数の機能系が上述の補機
類等と協働し、これによりエンジン１１全体として円滑作動が遂行される。
【００２４】
　上記構成の船外機１０においてティラーハンドル２０を適宜回動させることで、ハンド
ルブラケット２１を介して、エンジン１１及びドライブシャフトハウジング２３を含めて
船外機本体が上部及び下部の回転支持部１７Ａ及び回転支持部１７Ｂで回転する。そして
ティラーハンドル２０の回動操作、即ち操舵によりパワーユニットが回転支持部１７Ａ及
び回転支持部１７Ｂ上で水平回動すると共に、プロペラ２６を所望の角度に転舵すること
ができる。
【００２５】
　本発明の船外機１０ではまた、ドライブシャフトハウジング２３がスイベルブラケット
１６により摺動回転可能に支持され、このドライブシャフトハウジング２３を摺動回転さ
せるための操舵力を調整する操舵力調整機構を備える。図４は、操舵力調整機構３４まわ
りの構成例を示している。操舵力調整機構３４の具体的構成において、少なくとも上部の
回転支持部１７Ａにおいて、スイベルブラケット１６を貫通させてネジ孔３５が設けられ
た調整操作部３６を有する。この調整操作部３６のネジ孔３５には、その先端が後述する
押圧部材に当接するネジ軸３７がネジ結合され、即ち螺合する。調整操作部３６に対応位
置するハンドルブラケット２１の外周には押圧面３８が設定され、押圧面３８とネジ軸３
７の先端の間に押圧部材３９が装着される。
【００２６】
　ハンドルブラケット２１の押圧面３８は、上部の回転支持部１７Ａに対応する部位より
も小径の小径段部４０に形成される。小径段部４０はハンドルブラケット２１の下端部を
同心に縮径して構成され、その外周面が押圧面３８として形成される。ネジ軸３７の基端
側には操作ノブ４１が回転一体に結合し、この操作ノブ４１を右左旋させることによりネ
ジ軸３７がその軸方向に進退して、押圧部材３９が押圧面３８に対して圧接する強度が強
弱調整される。上記の場合、図４に示されるように上部の回転支持部１７Ａにおいて、ス
イベルブラケット１６とハンドルブラケット２１の円環状もしくは短筒状の樹脂製のブッ
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シュ４２が装着される。実使用に際して、ブッシュ４２に対してグリス等の潤滑剤あるい
は適宜の潤滑油が装填される。
【００２７】
　押圧面３８は、上述のようにハンドルブラケット２１の下端部の小径段部４０に設けら
れる。この場合、図３に示されるように押圧面３８は、上部の回転支持部１７Ａ及び下部
の回転支持部１７Ｂの間に位置するように、ハンドルブラケット２１から下方に延出して
設けられる。
【００２８】
　船外機１０の実使用において乗船者のティラーハンドル２０の回動操作により船外機本
体が上下の回転支持部１７Ａ及び回転支持部１７Ｂを介して回動し、プロペラ２６を所望
の角度に転舵することができる。その際、ネジ軸３７の先端の押圧部材３９が押圧面３８
を適度に押圧して摺接し、ティラーハンドル２０の適正な操舵力が得られる。このように
船外機１０を操舵する際、ドライブシャフトハウジング２３、具体的にはハンドルブラケ
ット２１がスイベルブラケット１６により摺動回転可能に支持されるが、その時の操舵力
は、ネジ軸３７をネジ孔３５にネジ込んで、押圧部材３９によりハンドルブラケット２１
の押圧面３８を押圧して、その接触面の摩擦力を高めることによりドライブシャフトハウ
ジング２３に対する操舵力を強めるように構成され、即ち操作ノブ４１の回動操作により
所望の操舵力に設定することができる。
【００２９】
　本発明では前述のようにエンジン１１においてクランクシャフト１５が鉛直方向を向い
て配置され、シリンダ軸線Ｚが鉛直方向と直交する水平方向に後方を指向する。また、上
記のように上側のマウント部にはドライブシャフトハウジング２３の外周部に回転一体に
弾性体でなるマウント２２Ａが嵌装されると共に、該マウント２２Ａの外周には上側のマ
ウント部に対して回動自在なティラーハンドル２０（操舵ハンドル）を支持するハンドル
ブラケット２１が外嵌される。
【００３０】
　本発明の船外機のマウント装置において、上側のマウント部において図５を参照して、
ティラーハンドル２０の操舵力に係る操舵中心軸５０とエンジン１１のトルク反力に係る
振動中心軸５１とが前後にオフセットして設定される。ここで、エンジン１１のトルク反
力は、アイドリングもしくは比較的低回転数時において燃焼爆発によるフライホイールか
らの反力である。
　そしてマウント２２Ａ（以下、単にマウント２２とする）は、振動中心軸５１に関する
バネ定数が、操舵中心軸５０に関するバネ定数よりも小さくなるように形成されるが、そ
のための具体的構成については後述する。
【００３１】
　図５に示されるようにマウント２２は、前後及び左右の突出部４３，４４及び突出部４
５，４６を有し、全体として概略十字状に形成される。一方、マウント２２の内側に配置
されるドライブシャフトハウジング２３は、マウント２２の後側の突出部４４及び左右の
突出部４５，４６の内側にてそれぞれ外方へ突出する突出部４７，４８，４９を設け、こ
れによりマウント２２の後側の突出部４４及び左右の突出部４５，４６の半径方向厚さが
前側の突出部４３よりも薄く設定される。
【００３２】
　また、マウント２２の後側の突出部４４の外周面の曲率半径ｒが、ハンドルブラケット
２１の内周面の曲率半径よりも小さく設定される。
【００３３】
　図６は、マウント２２を下面側から見た斜視図である。図６ではマウント２２はその自
由状態が示されるが、上側のマウント部において図５のようにハンドルブラケット２１及
びドライブシャフトハウジング２３の間に適度に圧縮状態で装着される。
　なお、マウント２２の上部には所定厚さのフランジ部２２ａを有する。このフランジ形
状により、この部分の厚さ及び形状で船外機１０の自重及び、天地方向の荷重に対して、
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必要に応じたバネ定数を設定でき、防振及び変位規制機能を有する。
【００３４】
　図５においてマウント２２は、後側の突出部４４に前進用の推力伝達部５２を有し、前
側の突出部４３に後進用の推力伝達部５３を有する。また、マウント２２は左右の突出部
４５，４６に操舵力伝達部５４を有する。この例ではマウント２２の十字状の交差部に操
舵中心軸５０が設定される。なお、図５では右側の操舵力伝達部５４のみ領域を明示する
が、左側も同様に構成される。
【００３５】
　また、操舵力伝達部５４において、ハンドルブラケット２１の内周面とマウント２２の
間にクリアランス５５が設定される。この場合、操舵時の揚力に対する変位を規制する変
位規制部５６（左右方向）を有する。前記クリアランス５５はドライブシャフトハウジン
グ２３の外周面とマウント２２との間に設けられた構造であっても良い。
　特にマウント２２の後側の突出部４４の基部側において、振動中心軸５１のまわりのエ
ンジン１１のトルク反力による振動を低減もしくは減衰させる振動低減部５７を有する。
　また、ハンドルブラケット２１の内周面がマウント２２と略相似形に形成される。
【００３６】
　上記の場合、マウント２２の内面とドライブシャフトハウジング２３の外面の接触部、
またマウント２２の外面とハンドルブラケット２１内面の接触部は、振動中心軸５１を中
心とする円筒面あるいは円筒面と類似した形状となっている。この形状により振動中心軸
５１まわりの回転振動（変位）はその外周側に伝達し難い構造としている（即ち、バネ定
数が小さい）。一方、その円筒面と直交するような部位には、クリアランス５５を設定し
、ドライブシャフトハウジング２３はある程度の範囲内では自由に回転、即ち振動する。
【００３７】
　本発明のマウント装置のマウント２２の構成についてより具体的に説明すると、前進用
の推力伝達部５２は、ドライブシャフトハウジング２３が後方へ変位するのを防止する。
ここで、船外機１０が稼動することでプロペラ２６の回転で推進力を得るが、船外機１０
自体は水からの反力により図７のように後方へ傾斜し、ドライブシャフトハウジング２３
が後方へ変位しようとする。この場合、推力伝達部５２は、ドライブシャフトハウジング
２３を後方へ変位させる小さな荷重に対しては防振機能を持ち、大きな荷重に対してはハ
ンドルブラケット２１との接触面積が増加し、推進力を伝達する機能を持つ。
【００３８】
　この場合、プロペラ２６で発生する推力によって、上下のマウント２２Ａ，２２Ｂで支
持された船外機本体部は図７に示すように傾斜する。マウント２２Ａにおいて船外機本体
は後方に変位し、マウント２２Ｂは前方に変位する。高回転域では推力が増加し、ドライ
ブシャフトハウジング２３が後方に変位すると推力伝達部５２が圧縮することでバネ定数
は大きくなる。それと同時に推力伝達部５２の両璧の隙間は減少し、接触面積が増加する
。これによって高回転域では操舵に対する応答性が向上し、良好な操舵フィ－リングが得
られる。
【００３９】
　図５に示すように推力伝達部５２には、前後で交互となるように複数の肉抜き５８が形
成される。推力伝達部５２は受けた荷重により次第に形状が変更し、小さな荷重に対して
は肉抜き５８を持つことで防振機能を有する。大きな荷重に対しては肉抜き５８が潰れる
ことでハンドルブラケット２１との接触面積が増加して、その荷重を受け止めることがで
きる。なお、推力伝達部５２において、弾性体（ゴム等）のせん断方向の変形で更に小さ
なバネ定数を得ることもできる。また、例えば天地方向（船外機１０の上下方向）や径方
向の拡大により、マウント２２のボリュ－ムを増やす構成も可能である。
【００４０】
　また、後進用の推力伝達部５３は、ドライブシャフトハウジング２３が前方に変位する
のを防止する。後進時には前進の場合と逆に、船外機１０は前方へ傾斜し、ドライブシャ
フトハウジング２３を前方へ変位しようとする。この場合、推力伝達部５３は、ドライブ
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シャフトハウジング２３が前方へ変位させる小さな荷重に対しては防振機能を持ち、大き
な荷重に対してはハンドルブラケット２１との接触面積が増加し、推進力を伝達する機能
を持つ。図５に示すように推力伝達部５３には、前後で交互となるように複数の肉抜き５
９が形成される。
【００４１】
　また、前進用の推力伝達部５２及び後進用の推力伝達部５３は共に、振動中心軸５１ま
わりの荷重に対してはバネ定数が小さい構成となっている。
【００４２】
　更に、図５において操舵力伝達部５４は、振動低減部５７よりも大きな操舵力を伝達す
ることができる部位である。なお、振動低減部５７は大きな操舵荷重に対しては、操舵中
心軸５０のまわりの円もしくは円弧に対して対向した位置にないため、マウント２２が柔
らかい場合（即ちそのゴム硬度が低い場合）にはドライブシャフトハウジング２３（左側
部分）が図５において左方向に逃げることで、大きな操舵力を伝達することができない。
これに対して操舵力伝達部５４は、操舵中心軸５０のまわりの円もしくは円弧に対して対
向した位置にあり、この操舵中心軸５０に対して直交した面にてマウント２２の圧縮荷重
で伝達することにより、大きな操舵力を伝達することができる。
【００４３】
　次に振動低減部５７は、エンジン１１の駆動トルクの反力によって生じる振動（トルク
反力による回転振動）の伝達を低減することができる部位である。エンジン１１の燃焼に
よってトルク変動が生じ、そのトルクの反力により船外機本体には回転方向の振動が生ず
る。なお、エンジン１１の燃焼によって生じる圧力変動は、ピストン３３を介してクラン
クシャフト１５に伝達されてトルク変動となる。このときエンジンブロックはトルク反力
を受け、クランクシャフト１５の軸周りに回転(変位）する。この場合、マウント２２の
位置（高さ方向）において、トルクの反力によって生じる振動の振動中心軸５１は船外機
本体及び操舵ハンドルの操舵中心軸５０とは一致せず、即ち後方に適度にオフセットした
位置となる。
【００４４】
　振動低減部５７は振動低減機能に加えて、操舵力を伝達する機能を有する。振動低減部
５７において、図５の振動中心軸５１まわりには変位し易く、操舵中心軸５０を中心とす
る回転方向については弾性部材（例えばゴム）であるマウント２２の圧縮方向で力を伝達
することができる。つまり振動低減部５７は、操舵力を伝達し易く、操舵の応答性や良好
な操作感を得易い構成としている。
【００４５】
　図８Ａは、振動中心軸５１を中心にしてドライブシャフトハウジング２３を回転（±３
度）させた場合の変位状況を模式的に示す図である。図８Ａにおいて、振動低減部５７に
加えて、接触部６０Ａ，６０Ｂは振動中心軸５１まわりの回転を妨げ難く（バネ定数が小
さい）する部位であり、つまりトルク反力による回転振動の伝達を低減することができる
。これらの他の部分にはクリアランス５５を設けている。
　図８Ｂは、操舵中心軸５０を中心にしてドライブシャフトハウジング２３を回転（±３
度）させた場合の変位状況を模式的に示す図である。この場合、振動低減部５７は操舵中
心軸５０まわりの回転変位を伝達し易い部位となっている。
【００４６】
　上記の場合、船外機１０はクランクシャフト１５の後方にシリンダブロック２９、シリ
ンダヘッド３０及びシリンダヘッドカバー３１やピストン３３等が位置する構造であるた
め、船外機本体（マウント２２に支えられている部分）の重心はクランクシャフト１５よ
りも後方に位置する。
【００４７】
　次に、本発明による船外機のマウント装置における主要な作用効果について説明する。
先ず、操舵中心軸５０及び振動中心軸５１を前後にオフセットして設定し、マウント２２
の振動中心軸５１に関するバネ定数が、操舵中心軸５０に関するバネ定数よりも小さくな
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るように形成される。エンジン１１の駆動トルクの反力によって生じるトルク反力による
回転振動に対して、マウント２２は振動中心軸５１まわりには変位し易く（即ちバネ定数
が小さい）、操舵中心軸５０まわりには力を伝達し易くする（バネ定数が大きい）。
【００４８】
　このように単一のマウント２２により、操舵中心軸５０及び振動中心軸５１に関するバ
ネ定数を大小変えて設定することにより操舵荷重を適確に伝達すると同時に、エンジン１
１のトルク反力による回転振動の伝達を低減することができる。
【００４９】
　具体的には図９に示したように振動中心軸５１を中心とする円もしくは円弧（図９にお
いて点線にて示す複数の同心円６１のうち円６１ａ）に略沿うように振動低減部５７が設
定され、この円弧方向には変位し易くする。また、変位し難い部分にはクリアランス５５
を設定し、これらにより回転振動の伝達を低減する。
　また、操舵中心軸５０を中心とする円もしくは円弧（図９において点線にて示す複数の
同心円６２）の方向には、操舵力伝達部５４により操舵荷重を伝達し易くする。この円弧
に直交する方向ではマウント２２のバネ定数が大きく、マウント２２の圧縮方向で薄くな
っている。
【００５０】
　このようにマウント２２の形状を工夫したことにより、同一部材（ゴム硬度）で非線形
のバネ定数を得ることができる。操舵力伝達部５４及び振動低減部５７により操舵力に対
して、非線形のバネ定数を得ている。これらの他の部分も、マウント２２のせん断と圧縮
等で非線形なバネ定数を得ることができる。このため単一部材の容易な型構造（一方向の
型構成）でマウント２２を形成することが可能である。
　また、マウント２２は構成部品相互間に収まる構成であり、その取付のためのボルトや
ブラケット等の部材を必要としない。従って、シンプルで軽量であり、コンパクト化及び
組付性にも優れる。マウント２２は単一部材でありながら、各部位毎の形状により、多く
の機能を持ち、天地（上下方向）に同一断面形状で延長する設計も容易であり、マウント
２２に加わる面圧を変更（低減）できる。このためマウント２２の硬度（ゴム硬度）を変
更することで、必要なバネ定数を適宜調整できる。
【００５１】
　更に、左右のそれぞれ操舵力伝達部５４とハンドルブラケット２１の内周面の間にクリ
アランス５５を設けることで、船外機１０の左右方向への揺動を妨げないため防振性能が
向上する。また、マウント２２の前側の突出部４３を過度に柔らかくする必要がないため
操舵時のティラーハンドル２０の操舵感を損なうことがない、即ちグニャグニャした操舵
感とならない。
【００５２】
　また、マウント２２の後側の突出部４４の外周面の曲率半径ｒが、ハンドルブラケット
２１の内周面の曲率半径よりも小さくすることで、トルク反力による回転振動に対して振
動中心軸５１付近での回動を妨げない。これにより前側の突出部４３を過度に柔らかくす
る必要がなく、この場合も操舵時のティラーハンドル２０の操舵感を損なうことがなく、
良好な操舵感が得られる。
【００５３】
　更に、マウント２２の前側の突出部４３よりもマウント２２の半径方向厚さを薄くする
ことで、マウント２２の硬さがその材質（機械的特性）を変更することなく、必要に応じ
て適宜変更することができる。これによりマウント２２の生産性が向上し、コストダウン
を図ることが可能になる。また、ドライブシャフトハウジング２３には突出部４７，４８
，４９を設けることで、マウント２２の位置ずれを防止し、所定の性能を確保維持するこ
とができる。
【００５４】
　以上、本発明を種々の実施形態と共に説明したが、本発明はこれらの実施形態にのみ限
定されるものではなく、本発明の範囲内で変更等が可能である。
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　例えば、上記実施形態においてエンジン１１としてＯＨＶエンジンの例で説明したが、
その他の形式、例えばＯＨＣエンジン等であってもよい。
【符号の説明】
【００５５】
１０　船外機、１１　エンジン、１２　アッパユニット、１３　ミッドユニット、１４　
ロアユニット、１５　クランクシャフト、１６　スイベルブラケット、１７Ａ　上部の回
転支持部、１７Ｂ　下部の回転支持部、１８　クランプブラケット、１９　チルト軸、２
０　ティラーハンドル、２１　ハンドルブラケット、２２　マウント、２３　ドライブシ
ャフトハウジング、２４　ドライブシャフト、２５　ギアケース、２６　プロペラ、２７
　外装カバー、２８　エンジンケース、２９　シリンダブロック、３０　シリンダヘッド
、３１　シリンダヘッドカバー、３２　クランク室、３３　ピストン、３４　操舵力調整
機構、３５　ネジ孔、３６　調整操作部、３７　ネジ軸、３８　押圧面、３９　押圧部材
、４０　小径段部、４１　操作ノブ、４２　ブッシュ、４３，４４，４５，４６，４７，
４８，４９　突出部、５０　操舵中心軸、５１　振動中心軸、５２　前進用の推力伝達部
、５３　後進用の推力伝達部、５４　操舵力伝達部、５５　クリアランス、５６　変位規
制部、５８，５９　肉抜き、６０Ａ，６０Ｂ　接触部。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図８Ｂ】

【図９】
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